
柴田町放課後児童クラブ入所審査について 

○優先順位について 

日数       勤務終了時間      児童の学年   家庭の状況など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※就労・就学以外にも、疾病・障がいや介護、出産予定がある方なども優先順位をつけて審査します。 

 

 

○審査について 
  ・提出していただいた書類をもとに資格を審査し、優先順位をつけて行います。 

 書類の提出・記入漏れがある場合、審査に反映することができません。必ず漏れのないよう、ご提出を 

お願いします。 

 （例：単身赴任の場合） 

   保護者のどちらかが単身赴任しているが、就労証明書の備考欄に単身赴任をしている証明の記入がなかった。 

    ⇒単身赴任の確認が出来ないため、審査に反映できません。    

 

 

○空き待ち（待機）の取り扱いについて 
・審査の結果、入所が不承諾となった場合は、希望により空き待ち（待機）の登録ができます。 

・空き待ち（待機）の方を町で名簿管理し、取り扱いをします。再度申請は不要です。 

・退所者や辞退者が出たことにより、空きが発生した場合は都度審査を行ないます。入所案内可能となり 

次第、児童クラブより「放課後児童クラブ入所申請書」に記載の電話番号にお電話します。 

  

 

優先高 

優先低

い 

就労・就学の
日数が多い 
（例）月 20日勤務 

保護者の就労・就学の 

終了時間が遅い 

（例）父就労 18時終了・母就労 18時終了 

1年生 

３年生 

２年生 

家庭の状況や就労状況
など優先すべき要件に
応じて加点 

（例） 
○ひとり親家庭 
○生活保護世帯 
〇単身赴任家庭 
○特別支援学級に在籍
している 

→優先高い  
就労・就学の日
数が少ない 
（例）月 12日勤務 

保護者の就労・就学の 

終了時間が早い 

（例）父就労 18時終了・母就労 15時終了 

４年生 

い 

６年生 

い 

５年生 

い 

入所希望児童が年々増えており、利用の必要性が高い方から順にご案内をしております。 

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

※放課後児童クラブ入所選考は、「柴田町放課後児童クラブ登録決定基準」に基づき実施しております。 


